岐阜大学工学部地域産業が誇る技術紹介プロジェクト実施要項
　　
令和８年４月１５日
工学部長裁定

（趣旨）
第１条　本要項は，岐阜大学工学部（以下「本学部」という。）が推進する「地域産業が誇る技術紹介プロジェクト」（以下「本プロジェクト」という。）に関し，学生に地域が誇る技術に触れる機会や地域の産業を知る機会を拡充し，その内容をより深く学ぶことにより学習意欲を向上させることを目的として，岐阜地域さらには東海地区を中心に活動する企業の中核的技術及び特色ある取組を記載した技術紹介の掲載に関し，必要な事項を定めるものとする。
（掲載場所）
第２条　技術紹介の掲載場所は，本学部建物内のフロア及び階段のうち，工学部長が指定する場所とする。
（募集）
第３条　技術紹介の掲載募集は，工学部長が必要と認めた方法により行う。
（掲載の申込み）
第４条　技術紹介の掲載申込みをしようとする者（以下「技術紹介掲載申込者」という。）は，技術紹介掲載申込書（別紙様式１）に，工学部長が指定する技術紹介資料を添えて提出しなければならない。
２　技術紹介掲載申込者は，当該技術紹介の内容について必要な権利処理を完了していることを保証しなければならない。
（掲載審査）
第５条　工学部長は，第４条の申込みがあった場合は，工学部運営会議に技術紹介の掲載の可否を諮るものとする。
２　審査にあたっては，次条の各号に定める観点を踏まえ，審査を行う。
（掲載の範囲）
第６条　技術紹介は，本学部の業務運営に支障を及ぼさず，かつ，その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとし，次の各号のいずれかに該当する場合には掲載を行わない。
（1）法令等に違反するもの
（2）公の秩序又は善良の風俗を害するもの
（3）基本的人権を侵害するもの
（4）政治性又は宗教性のあるもの
（5）直接的な就職又は採用を目的とする情報であるもの
（6）社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの
（7）個人又は法人の名刺広告
（8）内容又は責任の所在が不明確なもの
（9）虚偽若しくは事実と異なる内容を含むもの
（10）比較広告
（11）青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
（12）たばこに関するもの又は喫煙を促すもの
（13）賭博又はギャンブル等に関するもの
（14）アルコール飲料に関するもの
（15）美観風致を害するおそれがあるもの
（16）公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
（17）暴力団その他反社会的勢力に関係するもの
（18）その他掲載するものとして不適当であると工学部長が認めるもの
（掲載期間）
第６条の２　技術紹介の掲載期間は，原則として１年以内とする。
２　掲載期間満了後も引き続き掲載を希望する場合は，改めて申込みを行うものとする。
３　掲載期間中であっても，本学部は，必要があると認めるときは，掲載場所の変更又は一時的な掲載中止を行うことができる。
（掲載決定）
第７条　工学部長は，第５条の規定により技術紹介の掲載を決定したときは，技術紹介掲載決定通知書（別紙様式２）により，技術紹介掲載申込者に通知するものとする。
　（技術紹介掲載料の納付）
第８条　技術紹介掲載が決定した技術紹介掲載申込者は，東海国立大学機構（以下「機構」という。）が発行する納入依頼書により指定する期日までに，別に定める技術紹介掲載料を納付するものとする。
２　既納の技術紹介掲載料は，返還しない。ただし，技術紹介掲載料の納付後，本学部の責めに帰すべき事由により技術紹介掲載を中止した場合は，未掲載の期間に相当する技術紹介掲載料を返還するものとする。
　（申込者の責務）
第９条　技術紹介掲載申込者は，掲載した技術紹介の内容に関する一切の責任を負う。
２　第三者から苦情・異議申立てがあった場合，技術紹介掲載申込者の責任と費用において解決しなければならない。
３　技術紹介の作成・提供に必要な費用は技術紹介掲載申込者が負担する。
（掲載決定取消し）
第１０条 工学部長は，次の各号のいずれかに該当するときは，掲載決定を取消すことができる。
（1）虚偽の内容により申込みをした場合
（2）掲載料を期日までに納付しない場合
（3）指定する期日までに掲載データを提出しない場合
（4）技術紹介掲載申込者が社会的信用を著しく失墜させた場合
（5）反社会的勢力に該当することが判明した場合
（6）その他不適当と工学部長が認めた場合
（協議）
第１１条　この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は，技術紹介掲載申込者と本学部が協議し，決定する。
（雑則）
第１２条　この要項に定めるもののほか，技術紹介の掲載に関し必要な事項は，別に定め
る。
附 則
この要項は，令和８年５月１日から実施する。

別紙様式１（第４条関係）

令和　　年　　月　　日

岐阜大学工学部長　　殿


法人等名
住　　所
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　



技　術　紹　介　掲　載　申　込　書

岐阜大学工学部地域産業が誇る技術紹介プロジェクト実施要項第４条の規定に基づき，下記のとおり申込みいたします。



希望する技術紹介掲載の期間：令和　　年　　月　～　令和　　年　　月




	連絡先
	担当部署
	

	
	担当者氏名
	

	
	電話
	　　　　　（　　　　　）

	
	ＦＡＸ
	　　　　　（　　　　　）

	
	Ｅ－ｍａｉｌ
	



※掲載を希望する紹介内容を添付願います。








別紙様式２（第７条関係）

令和　　年　　月　　日

（法人等名）　　　　　　　殿


岐阜大学工学部長　　　　
　　　


技　術　紹　介　掲　載　決　定　通　知　書

令和　　年　　月　　日付で申込みのありました技術紹介掲載申込書について，下記のとおり決定しましたので通知します。


決　定　区　分　　　　□　掲載する　　　□　掲載しない

掲　載　期　間　　　　令和　　年　　月　～　令和　　年　　月

掲　載　内　容　　　　別添のとおり
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1     岐阜大学工学部 地域産業が誇る技術紹介プロジェクト実施 要項        令和８ 年 ４ 月 １５ 日   工学部長裁 定     （ 趣旨 ）   第 １ 条   本 要項は ， 岐阜大学工学部（以下「本学部」という。） が推進する「地域産業が誇 る技術紹介プロジェクト」（以下「本プロジェクト」という。） に関し，学生 に 地域が誇 る技術に触れる機会 や 地域の産業を知る機会を拡充し，その内容をより深く学ぶことに より学習意欲を向上させることを目的とし て ，岐阜地域 さらには 東海地区 を中心に 活動 する企業の中核的技術及び特色ある取組を 記載した 技術 紹介 の掲載 に関し，必要な事項 を定めるものとする。   （ 掲載 場所）   第 ２ 条   技術 紹介 の 掲載 場所 は， 本学部建物内の フロア 及び 階段 のうち，工学部長が指定 する場所 とする。   （募集）   第 ３ 条   技術 紹介 の 掲載 募集は，工学部長が必要と認めた方法により行う。   （ 掲載 の 申込み）   第 ４ 条   技術 紹介 の掲載 申込みをしようとする者（以下「 技術 紹介 掲載 申込者」という。） は， 技術 紹介 掲載 申込 書（ 別紙 様式１） に，工学部長が指定する技術紹介資料を添えて 提出 しなければならない 。   ２   技術紹介掲載 申込者は，当該技術紹介の内容について 必要な権利処理を完了している ことを保証しなければならない。   （ 掲載 審査 ）   第 ５ 条   工学部長 は， 第４ 条の申込 み が あ った場合は ， 工学部運営会議に 技術 紹介 の掲載 の可否 を諮る ものとする。   ２   審査にあたっては ， 次条の各号 に 定める 観点 を踏まえ ， 審査を行う 。   （ 掲載 の範囲）   第 ６ 条   技術 紹介 は ，本学部 の 業務 運営 に支障を及ぼさず ， かつ ， その用途又は目的を妨 げない範囲内で行うものとし ， 次の各号のいずれかに該当する場合には 掲載を 行わない。   （ 1 ） 法令等に違反するもの   （ 2 ） 公 の秩序又は善良の風俗を害するもの   （ 3 ）基本的人権を侵害するもの   （ 4 ）政治性又は 宗教性のあるもの   （ 5 ） 直接的な就職又は採用を目的とする 情報であるもの   （ 6 ） 社会問題についての 特定の 主義 又は主張に当たる もの   （ 7 ）個人又は法人の名刺広告   （ 8 ）内容又は責任の所在が不明確なもの   （ 9 ）虚偽若しくは事実と異なる内容を含 むもの   （ 10 ）比較広告   （ 11 ）青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの   （ 12 ）たばこに関するもの又は喫煙を促すもの   （ 13 ） 賭博又はギャンブル等に関するもの  

